
確認申請等手数料 （単位：円）

中間検査

確認の 確認申請等 中間検査

特例 Ａ 中間検査あり 中間検査なし

あり 8,000 19,000 25,000 18,000

なし 12,000 19,000 25,000 27,000

あり 13,000 23,000 29,000 21,000

なし 20,000 23,000 29,000 31,000

あり 20,000 31,000 37,000 27,000

なし 30,000 31,000 37,000 40,000

35,000 35,000 42,000 45,000

43,000 39,000 44,000 47,000

48,000 50,000 53,000 55,000

68,000 67,000 69,000 75,000

199,000 146,000 155,000 169,000

327,000 227,000 247,000 264,000

583,000 416,000 452,000 468,000

仕様基準 による省エネ基準適合確認の手数料 （単位：円）

仕様基準

Ｂ

17,000

19,000

33,000

57,000

103,000

155,000

建築設備・工作物 （単位：円）

確認申請 計画変更 完了検査

12,000 7,000 26,000

10,000 6,000 14,000

 0050,000　＜A

棟毎の床面積（㎡）
完了検査

　0,00000　　A≦　000,30

　0000,30　＜A≦　00,100

 0000,100　＜A≦　00,200

 0000,200　＜A≦　00,300

 0000,300　＜A≦　00,500

 00,00500　＜A≦　01,000

 0001,000　＜A≦　02,000

 0002,000　＜A≦　10,000

 0010,000　＜A≦　50,000

区分

昇降機、建築設備

工作物

床面積の合計（㎡）

戸建住宅
　0,000000 　A＜ 0,200

　0000,200 ≦A

共同住宅等

　0,000000 　A＜ 0,300

　000　300 ≦A＜ 2,000

　0002,000 ≦A＜ 5,000

　0005,000 ≦A

令和７年４月１日から建築確認申請等

の手数料が変わります
（手数料は、「手数料納付システム」または各土木事務所窓口の「ｷｬｯｼｭﾚｽ決済」による納付に変わります。）➡

・建築確認申請・検査関係手数料は棟毎に算定します。

・省エネ適合を仕様基準により評価する場合は、確認申請等手数料（Ａ）に手数料（Ｂ）が加算されます。

・確認の特例ありとは、平屋かつ２００㎡以下の建築物で建築士の設計に係るもの 等となります。

・中間検査の有無は福井県のホームページを確認してください。

【お問い合わせ先】 各土木事務所建築（営繕）課

◆福井土木事務所建築営繕課 : 0776-24-5179 ◆三国土木事務所建築課 : 0776-82-1110

◆奥越土木事務所建築課 : 0779-66-8138 ◆丹南土木事務所建築課 : 0778-23-4538

◆丹南土木事務所鯖江丹生土木部建築課 : 0778-34-0465

◆敦賀土木事務所建築課 : 0770-22-5486 ◆小浜土木事務所建築課 : 0770-56-5914


